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議第66号

京都市保育所条例の一部を改正する等の条例の制定について

　京都市保育所条例の一部を改正する等の条例を次のように制定する。

令和８年５月18日提出

京 都 市 長 松 井 孝 治

京都市保育所条例の一部を改正する等の条例

（京都市保育所条例の一部改正）

第１条　京都市保育所条例の一部を次のように改正する。

　　第１条第２項中「保育所」の右に「及びその分園」を加える。

　　別表京都市ひかり保育所の項を削り、同表京都市弓削保育所の項中「京

都市弓削保育所」を「京都市けいほく保育所」に改め、同表京都市周山保

育所の項を次のように改める。

京都市けいほく保育所ひか
り分園 京都市右京区京北井戸町丸山110番地

（京都市細野保育所条例の廃止）

第２条　京都市細野保育所条例は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１　この条例は、令和９年４月１日から施行する。

（関係条例の一部改正）

２　重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。

　　別表第１社会福祉関連施設の項中「、細野保育所」を削る。

提案理由

　京都市ひかり保育所、京都市弓削保育所、京都市周山保育所及び京都市細
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野保育所を再編し、京都市けいほく保育所及びその分園を設置する必要があ

るので提案する。


